令和８年度東広島市介護予防・生活支援サービス事業（訪問型サービスＡ）業務仕様書
１　目的

訪問型サービスＡ（以下「本事業」という。）の利用が必要と認められた者の居宅において、生活援助のサービスを提供することにより、要介護状態となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活を送ることができるよう支援することを目的とする。
２　対象者
要支援認定者、事業対象者（平成２７年厚生労働省告示第１９７号に定める基準に該当する第１号被保険者）及び要介護認定者であって要介護認定を受ける日以前から本事業を利用している者のうち、地域包括支援センター等による介護予防サービス計画等により、本事業の利用が認められた者。
３　委託業務の履行期間

　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。
４　業務の内容
業務の内容は、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成１２年３月１７日付老計第１０号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知）に定める生活援助の範囲内とし、調理、掃除、洗濯の支援など、日常生活上の支援を行う。ただし、地域包括支援センター等による介護予防サービス計画等に位置づけられている支援を行う。
５　事業の実施期間、実施時間等

本事業の実施回数及び時間は週１回、１回にかかる時間は１時間未満、１時間以上１時間３０分未満、１時間３０分以上のいずれかを基本として、地域包括支援センター等による介護予防サービス計画等により決定する。
実施期間は、地域包括支援センター等による介護予防サービス計画等に定められている期間とする。
　６　事業において遵守する事項
本事業は、次に示す事項を遵守して実施する。
	
	

	人員
	管理者について

専ら本事業に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、本事業の運営上支障がない場合は、本事業を実施する事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。管理者の資格要件は問わない。管理者は、従業者及び事業の一元的管理、並びに従業者に遵守させるべき事項に関する指揮命令を行うこととする。
事業の責任者について

利用者の数に応じ必要と認められる数の事業の責任者を置くこと。事業の責任者は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成１１年厚生省令第３７号）第５条４項に規定する介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者、旧施行規則第２２条の２３第１項に規定する２級過程を終了したもの、施行規則第２２条の２３第１項に規定する介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修を終了したもの、若しくは市長が定める研修の修了者とする。
事業の責任者は、従事者への助言・指導・研修等の実施を行うこととする。
受注者が、指定訪問介護事業者又は、指定第1号訪問サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、本事業と指定訪問介護の事業又は、指定第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、各事業の利用者の数の合計が40又はその端数を増すごとに1人以上の者を事業の責任者としなければならない。
従事者について

従事者は市長が定める研修の修了者及び、介護福祉士又は介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。）第３条第１項に規定する者とする。

	設備
	事業の提供に必要な広さを有する区画（事務・打ち合わせ・相談）を設けるほか、必要な設備（事務室（他の事業と同一の事務室であっても可）及び備品（電話・ＦＡＸ・パソコン・印刷コピー機・個人情報等を保管する鍵付書庫・机・椅子・シュレッダー）等を備え、衛生的な管理に努めなければならない。特に手指を洗浄するための設備（洗面台）等感染症予防に必要な設備等（石鹸・手指消毒液）に配慮すること。

	運営
	守秘義務
受注者及びこの事業に従事した者が、事業の実施上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らすことがないよう必要な措置が講じられていること。事業が終了した後及びその職を退いた後も、また同様とする。
サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくこと。

衛生管理等
受注者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。

事故発生時の対応
受注者は、事業の実施により事故が発生したときは、市、対象者の家族、介護予防サービス計画等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
受注者は、前項の規定により事故の状況及び事故に対して講じた措置について、記録し、市へ報告書を提出すること。
受注者は、事業の実施において利用者に賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行うこと。

廃止・休止の届出と便宜の提供
受注者は事業を廃止、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の１か月前までに、訪問型サービスＡ事業廃止（休止）届出書を市に提出すること。
受注者は、届出をしたときは、当該届出の日の前１か月以内に当該事業を利用していた者であって当該事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう介護予防サービス計画等を行う地域包括支援センター等、その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供をおこなうこと。
受注者は、利用者に対し適切な事業を提供できるよう、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

受注者は、個別サービス計画の作成、利用者の状態の変化や支援に関する意向を把握し、介護予防サービス計画等に基づき支援を行う地域包括支援センター、その他の関係機関に情報提供を行うこととする。
受注者は、正当な理由なく事業の提供を拒んではならない。
受注者は、事業の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要支援認定又は要介護認定の有無及び要支援認定又は要介護認定の有効期間、若しくは実施要綱第４条第１項に該当するものか及び実施要綱第１１条に規定する事業対象者の特定の有効期間を確認するものとする。なお、被保険者証に法第１１５条の３に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、事業を提供するように努めなければならない。
受注者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する事業の提供をさせてはならない。
受注者は、従事者に名札等の身分を証する書類を携行させ、訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
受注者は、苦情を受け付けるための窓口を設置し、苦情を受け付けた場合には、苦情の内容等を記録しなければならない。



７　事業の責任者、従事者の資格確認について
契約時に事業の責任者及び従事者の資格確認ができる書類の写しを提出することとし、契約時以降に人員の変更があった際は、随時その者の資格確認ができる書類の写しを提出すること。なお、従事者が市長が定める研修の修了者である場合は、認定番号と氏名を記載した一覧の提出をもってこれに代えることができる。
８　事業実施の手順

（1）事業実施について調整

　　受注者は、地域包括支援センター等から、事業実施依頼を受け、実施が可能であるか調整を行い、地域包括支援センター等へ実施の可否について可能であるか回答する。

（2）地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等への参加

　　受注者は、地域包括支援センター等がサービス担当者会議等を開催する際は参加し、利用者の心身状況、環境状況、支援内容、生活機能の改善の可能性を踏まえたうえでの今後の目標等について共有を図る。

（3）契約締結
　　受注者は、利用者及びその家族に事業の実施について説明を行ったうえで利用者と契約を締結する。

（4）個別サービス計画の作成、対象者、家族への説明

　　受注者は、介護予防サービス計画等の内容を踏まえ「個別サービス計画」を作成し、初回事業実施時等に個別サービス計画について利用者等に説明し、同意を得る。なお、同意を得た個別サービス計画の写しは地域包括支援センター等に提出することとする。

（5）居宅での指導、助言

受注者は、個別サービス計画に基づき、設定した目標の達成、支援終了後の自立した生活につながるよう必要な支援、助言を実施する。利用者の心身状況、取組み状況により、個別サービス計画の修正が必要な場合は、事前に地域包括支援センター等に相談のうえ修正を行う。毎回支援内容の記録を行い、実施月の翌月３日までに地域包括支援センター等に提出する。
９　契約単価
委託料の単価は以下の表のとおりとする。ただし、新規に個別サービス計画を作成した利用者に対しては、初回のサービス提供時にサービス提供責任者が同行した場合に、初回加算を加算することができるものとする。初回加算は利用者が過去２か月（暦歴）に、受注者から事業によるサービスの提供を受けていない場合に算定されるものである。その他初回加算に関しては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成１２年３月１日老企第３６号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）第２の２（２１）の規定に準ずる。（消費税は非課税）
	区分
	契約単価
	利用者負担金
	合計金額（参考）

	１時間未満
	１，８９０円
	２１０円
	２，１００円

	１時間以上　１時間３０分未満
	２，３８５円
	２６５円
	２，６５０円

	１時間３０分以上
	２，８８０円
	３２０円
	３，２００円

	初回加算
	２，０００円
	０円
	２，０００円


　
※利用者負担金については、利用者が受注者へ直接支払うものとする。生活保護受給者については、

　　　利用者負担金の徴収は行わず、利用月の翌月１０日までに受注者が東広島市福祉事務所長に請求するものとする。

１０　実績報告

　　　実施月の翌月１５日までに、３月分は３月末までに、実績報告書を提出する。　　
１１　委託料の請求

請求は部分払いとする。部分払金を請求しようとするときは、実績報告を行っていなければなら
ない。
月ごとに契約単価に履行回数を乗じて計算した額で請求を行うこと。

	履行区分
	支払金額
	支払種別

	４月から２月までの各月履行分
	契約単価に履行回数を乗じて計算した額
	部分払

	３月履行分
	
	完了払


１２　経理の明確化について

受注者は、委託業務に係る経理を明らかにした関係帳簿及び実施状況についての記録やその他関係書類を常に整備し、履行期間満了の日から５年間保存するものとする。

　　　利用者に関する記録については、その完結の日から起算して、５年を経過する日の属する年度の
末日まで保存するものとする。
１３　感染症予防について

受注者は、感染症予防に配慮したうえで事業を実施し、従事者、実施事業所事務所、利用者について、感染症等が発生した場合は、速やかに地域包括ケア推進課、地域包括支援センター等に報告すること。県や市の指示に従い、必要な措置を講ずること。

この仕様書に示す以外のその他当該事業の実施に係る詳細事項については、必要に応じて地域包括ケア推進課と別途協議の上、調整することができるものとする。

